
【様式１】 

① 食育月間の取組 

 

提 出 都 道 府 県 名 

政 令 指 定 都 市 名 

山梨県 

取 組 市 町 村 名 

取組団体・企業名 

丹波山村 

取 組 の 名 称 食育月間について 

実 施 時 期 6月上旬 

取組内容に該当する 

食育ピクトグラム 

（ 複 数 選 択 可 ） 

 

☑。 ☐ ☑ ☐ ☑ 

☑ ☐ ☐ ☑ ☐ 

☐ ☑ 
   

          

取 組 内 容 ・6 月 3 日・5 日の防災無線定時放送において「6 月は食育月間」

「毎月 19日は食育の日」のお知らせをした。 

・6 月 6 日に 2 地区において、65 歳以上の高齢者を対象に「昼食

会」及び参加できない 75 歳以上の高齢者に対して配食サービスを

実施した。昼食会には 12 人、配食は 19 人に行い、「食育月間」に

ついて作成した資料を同時に配布した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


